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平成19年4月5日現在

主な制度融資の現況

制 度 名 貸　付　限　度 使途 期間 利　　　率

新
津
商
工
会
議
所

会 員 向 け

特 別 融

資 制 度

新潟市新津地域内全金融機関と提携し、金利・ス

ピード面などの優遇措置を設けた融資制度です。

貸付限度額や利率等は、お取引き金融機関にお問

い合わせ願います。

国
民
生
活
金
融
公
庫

普 通 貸 付
4,800万円

運転
設備

５年以内
5～7年以内

2.50％
2.55％

特定設備7,200万円 設備
16年超
20年　

2.85％

経 営 改
善 貸 付

550万円
運転
設備

５年
７年

2.20％

教 育 貸 付 200万円
教育
資金

10 年 2.30％

新　
　
　
　
　
　

潟　
　
　
　
　
　

市

地 方 産 業
育 成 資 金 1,000万円

運転
設備

５年
７年

保証付  1.95％
保証無  2.45％

一 般 融 資 2,000万円
運転
設備

7～8
年

保証付  2.05％
保証無  2.55％

夏期・年末
資 金 700万円 運転 ７年

保証付  1.75％
保証無  2.25％

商 店 街 等
活性化対策資金

資金使途等により
異なる

運転
設備

７年
保証付  1.90％
保証無  2.40％

無 担 保 無
保証人融資 1,000万円

運転
設備

7～10年 2.05％

工 場 等
新増設資金 ２億円 設備 7～12年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

設備近代化
資 金 8,000万円 設備 7～12年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

中 小 企 業
振 興 資 金 １億５千万円

運転・設
備・転貸

１年～
年数により異
なる

中 小 企 業
近代化資金

総投資額の 30％
以内 設備 金融機関

の定める
ところに
よる

申請時の長期
プライムレー
トで算出中 小 企 業

共同施設資金
総投資額で定めた
割合以内 設備

中 小 企 業
開 業 資 金 1,000万円

運転
設備

5～10年 2.25％

人材確保・
時短促進資金 5,000万円 設備 ７年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

経 営 支 援
特 別 融 資 3,000万円 運転 ９年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

中小企業資金繰り
円滑化借換融資 3,000万円

既往市制度
融資借入金
の返済

10 年 1.90％

新　

潟　

県

経 営 安
定 資 金

4,000万円
～ 6,000万円

運転
設備

５年
７年

2.15％

商店街活性化
支 援 枠

5,000万円
(うち、運転資金1,500万円 )

運転
設備

５年
７年

1.90％

連 鎖 倒 産
防 止 枠

債権額の範囲内で
3,000万円 運転 ７年

1.70％
　　～ 1.90％

中小企業創業
支 援 資 金 2,000万円

運転
設備

５年
７年

2.00％

　

当
所
は
、
新
潟
市
が
昨

年
10
月
に
募
集
し
た
新
津
駐

車
場
の
指
定
管
理
者
に
応
募

し
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る

駐
車
場
の
役
割
と
維
持
管
理

等
に
つ
い
て
提
案
を
行
い
ま

し
た
。
指
定
管
理
者
の
候
補

者
を
選
定
す
る
選
定
委
員
会

に
よ
り
、
当
所
が
指
定
管
理

者
の
指
定
を
受
け
、
12
月
の

議
会
で
正
式
に
指
定
管
理
者

の
選
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
４
月
１
日

よ
り
新
津
駐
車
場
の
指
定
管

理
者
事
務
所
を
開
設
い
た
し

ま
し
た
。
指
定
管
理
者
事
務

所
で
は
定
期
駐
車
契
約
に
関

す
る
手
続
き
、
駐
車
利
用
券

販
売
の
他
、
各
駐
車
場
の
維

持
管
理
業
務
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
の
定
期
（
月

極
）
駐
車
契
約
状
況
に
つ
い

て
は
、
本
町
４
丁
目
及
び
日

宝
町
駐
車
場
に
若
干
の
有
余

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
指

定
管
理
者
事
務
所
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

新
津
駐
車
場

指
定
管
理
者
事
務
所

　

新
潟
市
秋
葉
区
新
津
本
町

　

２
‐
４
‐
３
８

　

℡
０
２
５
０
‐
24
‐
９
７
７
８

業
務
時
間　

10
：
00
〜
15
：

　

00
（
12
：
00
〜
13
：
00
、

　

土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

新
津
商
工
会
議
所
が
新
潟
市
指
定
管
理
者
の
選
定
を

受
け
、
本
町
３
丁
目
・
本
町
４
丁
目
・
日
宝
町
の
各

駐
車
場
を
管
理
運
営
（
４
月
１
日
よ
り
）

新
津
駐
車
場
の
指
定
管
理
者
事
務
所
を
開
設

至長岡
新津駅

駅前有料駐車場

本町有料駐車場

第四銀行

北越銀行

新津川

県
信
用
組
合

ま
ち
の
駅

ぽ
っ
ぽ

新津駐車場
指定管理者事務所

新津商工会議所

　

当
所
で
は
、
会
員
事
業
所

の
皆
様
か
ら
の
専
門
的
知
識

を
要
す
る
相
談
に
も
応
え
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
各

界
の
専
門
家
に
相
談
業
務
を

委
嘱
し
て
お
り
。
秘
密
は
堅

く
守
ら
れ
ま
す
。
相
談
の
方

法
等
に
つ
い
て
は
次
の
通
り

で
す
。

相

談

料　

無
料（
た
だ
し
、

　

60
分
程
度
の
初
期
相
談
分

　

は
新
津
商
工
会
議
所
で
負

　

担
し
、
そ
れ
以
上
は
相
談

　

者
が
負
担
）

利

用

者　

会
員
の
み

利
用
方
法　

電
話
で
お
申
込

　

下
さ
い
。

   

☎
22
‐
０
１
２
１

専
門
相
談
員

　
　

（
敬
称
略･

五
十
音
順
）

　

経
営　
　

山
崎　
　

武

　

税
務　
　

池
田
眞
一
郎

　
　
　
　
　

杉
本　

孝
子

　
　
　
　
　

田
中　

健
一

          　

  

三
星　

隆
司

          　

  

吉
川　
　

仁

　

登
記　
　

小
柳　

陽
一

　
　
　
　
　

若
林　

嘉
雄

　

法
律　
　

藤
田　

善
六

　

労
働
・
社
会
保
険

            　

右
近　

力
也

           　

 

平
野
哲
治
郎

　
　
　
　
　

本
間　

祐
吉

◎新潟市制度融資についてのお知らせ
　  ・経営支援特別融資、中小企業資金繰り円滑化借換融資の取扱い期間については、

　　１年間延長されて、平成２０年３月３１日までとなります。

◎新潟県制度融資についてのお知らせ
 　 ・暖冬小雪の影響を受けている中小企業者の方にご利用いただける主な県制度融資

※中小企業信用保険法第２条第３項第５号に係る指定されておられる業種の方だけが対象となります 
　ので、業種の確認については、当所か新潟市秋葉区役所産業振興課（℡２３－１０００）にご確認願います。
　http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htmからもご確認いただけます。

金融
情報

融 資 対 象 者 資金使途 融資限度額 融資利率 融資期間

経営安定資金
（一般枠）

中小企業者及び事業協同組合
等

運転資金
設備資金

中小企業者
４,０００万円

事業協同組合等
６,０００万円

年２.１５％

運転資金５年以内
（うち据置１年以内）
設備資金７年以内
（うち据置１年以内）

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金

　
　
　

（
経
営
支
援
枠
）

中小企業信用
保険法第２条
第３項第５号
該当要件

中小企業信用保険法第２条第
３項第５号（業況悪化業種）
の規定に基づく市町村長の認
定を受けた者

運転資金 ３,０００万円 年１.９０％ ７年以内
（うち据置２年以内）

売上高減少
要 件

最近３か月の売上高又は受注
残高が前年同期の売上高又は
受注残高に比し、１０％以上減
少している者

※返済方法はいずれも原則として割賦返済　　※すべて新潟県信用保証協会の保証つき

「
困
っ
た
…
」
ご
相
談
は

「
困
っ
た
…
」
ご
相
談
は

専
門
相
談
員
に
ど
う
ぞ

専
門
相
談
員
に
ど
う
ぞ
!!!!

●
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
・ 

　

下
限
が
変
わ
り
ま
す
。

　

上
限
と
下
限
が
拡
大
さ

れ
、
保
険
料
負
担
の
割
合
を

公
平
化
。

　

所
得
に
応
じ
た
保
険
料
の

負
担
割
合
を
公
平
化
す
る
た

め
に
、
保
険
料
計
算
の
基
礎

に
な
る
標
準
報
酬
月
額
の
上

限
と
下
限
の
範
囲
が
広
げ
ら

れ
、
従
来
の
39
等
級
か
ら
47

等
級
に
等
級
区
分
が
変
わ
り

ま
す
。

●
標
準
賞
与
額
の
上
限
が
変

　

わ
り
ま
す
。

　

上
限
設
定
が
１
回
ご
と
か

ら
、
年
度
累
計
に
変
更
。

　

賞
与
に
か
か
る
保
険
料
算

出
の
基
礎
と
な
る
標
準
賞
与

額
の
上
限
額
が
、
１
回
当
た

り
の
設
定
か
ら
、
年
度(

４

月
〜
翌
年
３
月)

累
計
額
に

変
わ
り
ま
す
。

●
出
産
手
当
金
・
傷
病
手
当

　

金
の
支
給
額
が
変
わ
り
ま

　

す
。

　

支
給
額
を
標
準
報
酬
日
額

の
２
／
３
に
引
き
上
げ
。

　

出
産
手
当
金
・
傷
病
手
当

金
の
支
給
額
が
賞
与
を
含
め

た
水
準
に
見
直
さ
れ
、
標
準

報
酬
日
額
の
２
／
３
に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
退

職
後
の
給
付
が
見
直
さ
れ
ま

す
。

●
出
産
手
当
金
・
傷
病
手
当

　

金
の
退
職
後
の
給
付
が
見

　

直
さ
れ
ま
す
。

・
任
意
継
続
被
保
険
者
の
給

　

付
廃
止

　
・
被
保
険
者
資
格
喪
失
後
の

　

給
付
廃
止

　

た
だ
し
、
経
過
措
置
あ
り

・
平
成
19
年
３
月
31
日
に
出

　

産
手
当
金
・
傷
病
手
当
金

　

を
う
け
て
い
る
人

・
平
成
19
年
３
月
31
日
に
資

　

格
喪
失
後
の
出
産
手
当
金

　

を
う
け
て
い
る
人

●
入
院
時
の
窓
口
負
担
が
変

　

わ
り
ま
す
。

　

70
歳
未
満
の
入
院
患
者
の

窓
口
負
担
も
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
に
。

　

同
一
医
療
機
関
ご
と
、
１

人
、
１
ヵ
月
の
窓
口
負
担
が

高
額
に
な
っ
た
と
き
、
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
る
分
は
、

高
額
療
養
費
と
し
て
、
あ
と

か
ら
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
70

歳
以
上
の
入
院
患
者
は
、
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払

い
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
70

歳
未
満
の
人
も
、
入
院
時
の

窓
口
負
担
が
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
で
済
む
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
事
前
に
加
入

す
る
医
療
保
険
者
に
申
請
し

て
、
所
得
に
応
じ
た
自
己
負

担
限
度
額
を
示
す
認
定
証
の

交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

ご
存
じ
で
す
か
？

ご
存
じ
で
す
か
？

医
療
保
険
制
度
、
平
成

医
療
保
険
制
度
、
平
成
1919
年
４
月

年
４
月

以
降
変
わ
り
ま
す
。

以
降
変
わ
り
ま
す
。


